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一般社団法人太田青年会議所 定 款 

 

第１章 総則 

 

（名称） 

  第１条 この法人は、一般社団法人太田青年会議所(英文名 Junior Chamber Internati

onal Ota ) （以下｢本会議所｣という）と称する。 

 

（事務所） 

  第２条 本会議所は、主たる事務所を群馬県太田市に置く。 

 

（目的） 

  第３条 本会議所は、青年の英知と勇気と情熱を結集し、本会議所および関連団体等の

開催する事業や活動を通じて、本会議所会員ならびに地域住民の資質を向上さ

せ、地域社会と日本国の経済、社会および文化の健全な発展を図り、企業の繁

栄と明るい豊かな社会を実現し、人類の幸福と世界平和に寄与することを目的

とする。 

 

（運営の原則） 

  第４条 本会議所は、特定の個人または法人、その他団体の利益を目的として事業を行

わない。 

    ２ 会員は本会議所を、特定の政党のためには利用しない。 

 

（事業） 

  第５条 本会議所は、第3条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。 

（１）次世代を担う子ども達の心身を成長させ、郷土を愛する心や、道徳心を育

む事業（青少年育成事業） 

（２）国や地域を牽引する人材を育成する事業（ひとづくり事業） 

（３）地域の発展に寄与する事業（まちづくり事業） 

（４）政治・行政・国防・国土問題等、国家的視野の問題を調査研究し、日本国

の発展および国民意識醸成に寄与する事業 

（５）経済問題の解決や国民生活の安定・活性化の為の調査研究提言を行う事業 

（６）文化および学術、芸術の振興に関する事業 

（７）環境問題を調査研究し、地域住民に対し啓蒙・実践を行う事業 

（８）国際的に通用する人材を育成し、国際相互理解の促進ならびに国際貢献に

より世界平和に寄与する事業 

（９）指導力向上ならびに能力の開発を促進する事業 

（１０）会員相互の連携に資する事業 

（１１）国際青年会議所、公益社団法人日本青年会議所および国内外の青年会議

所ならびにその他の団体との連携に基づく事業 

（１２）前各号に掲げるもののほか、本会議所の目的の達成に必要な事業 

    ２ 前項の事業については原則として群馬県内において行う。 

    ３ 本条の事業は、その事業の性格に応じ、例会（第45条に規定）や全体事業とし

て実施する。 
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第２章 会員 

 

（会員の種類） 

  第６条 本会議所の会員は、次の3種類とし、正会員をもって一般社団法人および一般

財団法人に関する法律(以下、｢一般社団・財団法人法｣という)上の社員とす

る。 

（１）正会員 （2）特別会員 （3）賛助会員 

 

（正会員） 

  第７条 正会員は、太田市およびその周辺市町村に居住または勤務する年齢20歳以上40

歳未満の品格ある青年で、理事会において入会を承認された者をいう。ただ

し、事業年度中において40歳に達した者は、その年度内は正会員としての資格

を有する。 

    ２ 入会に関する事項は、理事会において別に定める規程に基づく。 

 

（特別会員） 

  第８条 特別会員は、40歳に達した日が属する年度末まで正会員であったものがその資

格を有し、理事会において別に定める規程に従い、特別会員となることができ

る。 

 

（賛助会員） 

  第９条 本会議所の趣旨に賛同し、その事業の発展を助成することを望む個人、法人そ

の他の団体は、理事会において別に定める規程に従い、賛助会員となることが

できる。 

 

（会員の権利および義務） 

 第１０条 すべての会員は、定款その他の規則・規程等を遵守する義務を負い、すべての

正会員は本会議所の目的達成 

に必要な事業に参加する☆01_定款権利を有するとともに、出席および協力す

る義務を負う。 

 

（表明保証） 

 第１１条 会員は以下に定める者（以下「反社会的勢力」といいます。）に該当しないこ

とを本会議所に表明し、これを保証します。 

（１）「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」第２条に定義する暴

力団，指定暴力団および指定暴力 

（２）「無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律」に基づく処分を

受けた団体、および当該団体に属している者、ならびにこれらの者と取引

または関係性を有する者。 

（３）前各号の団体に類する団体および当該団体に属している者（総会屋，会社

ゴロ等企業を対象に不正な利益をている者、ならびにこれらの者と取引ま

たは関係性を有する者。 

（４）「組織的な犯罪の処罰および犯罪収益の規制等に関する法律」に定める犯

罪収益等隠匿および犯罪収益等収受を行いもしくは行っている疑いのある

者またはこれらの者と取引のある者。 

（５）「貸金業法」第２４条第３項に定義する取立て制限者またはこれらに類す

る者。 

（６）前各号いずれかに該当する者を役員、従業員または親会社その他の関係会



-3- 

社として有する法人に所属する者。 

    ２ 会員は，合理的な拒否事由がない限り、前項に定める事項に関する当会議所ま

たは当会議所の指定する者による調査に協力するものとし、当会議所からの要

請がある場合、当該調査に必要な情報を当会議所に提供します。また、会員

は，当該調査のために当会議所に提供した会員に関する情報（個人情報を含む

がこれに限りません。）を当会議所が第三者に提供すること（会員の個人情報

については個人情報保護法に則り適法な方法に限ります。）を、あらかじめ異

議なく承諾します。 

    ３ 会員は、入会申込およびその後の活動に関して、自らまたは第三者を利用して

次の各号に定める事項を行わないことを、当会議所に対して確約します。 

（１）脅迫的な言動または暴力を用いる行為 

（２）虚偽の風説を流布し、または偽計もしくは威力を用いて、当会議所の信用

を毀損し、または当会議所の業務を妨害する行為 

 

（会費および入会金） 

 第１２条 正会員は入会金および会費を、特別会員および賛助会員は会費を、納入しなけ

ればならない。 

    ２ 会費および入会金については、総会において別に定める規則による。 

    ３ 会費、入会金およびその他の拠出金は、原則として返還しない。ただし、理事

会において別に定める規程に該当する場合はこの限りではない。 

 

（会員資格の喪失） 

 第１３条 本会議所の会員は、次の理由によりその資格を喪失する。 

（１）退社（以下、「退会」という） 

（２）除名 

（３）会費納入義務もしくは出席義務を果たさないとき 

（４）後見開始または保佐開始の審判を受けたとき 

（５）死亡、または失踪宣告を受けたとき 

（６）会員である団体が消滅したとき 

（７）総正会員が同意したとき 

 

（退会） 

 第１４条 退会を希望する会員は、理事長に退会届を提出し、理事会で承認を得て退会す

ることができる。ただし、やむを得ない事由があるときはこの限りではない。 

    ２ 会費納入期日前に退会を届け出ても、その年度の会費は納入しなければならな

い。 

    ３ 退会は第1項および第2項の条件を満たさなければならない。 

 

（除名） 

 第１５条 正会員が会費納入義務を履行しないとき、もしくは出席義務を履行しないと

き、督促と除名警告を行い、それにても改善されない場合は、会員資格を喪失

し、総会の承認を経て除名されたものとみなす。会費納入義務および出席義務

については、総会において別に定める規則に基づく。 

    ２ 正会員が次の各号のいずれかに該当する場合には、総会において正会員総数の

3分の2以上の議決により除名することができる。 

（１）本会議所の秩序または信用を害する非行があり会員として適当でないと認

められるとき 

（２）本会議所の定款または諸規程等に違反し、勧告によるも改善が見られない
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とき 

（３）その他本会議所の目的に反する行為があったとき 

    ３ 特別会員または賛助会員が前項各号の一つに該当するときは、理事会の議決に

より、当該会員を除名することができる。 

    ４ 正会員を総会決議により除名しようとするときは、その総会の会日の7日前ま

でに、当該会員に対してその旨を通知し、かつ、総会において弁明の機会を与

えなければならない。 

 

第３章 役員 

 

（役員の種類および定数） 

 第１６条 本会議所に次の役員を置く。 

（１）理事            15名以上25名以内 

（２）監事         2名以上4名以内 

    ２ 理事のうち1名を理事長とし、2名以上3名以内を副理事長、1名を専務理事、1

名を財務担当理事、3名から7名以内を常任理事とすることができる。 

    ３ 前項の理事長をもって一般社団・財団法人法上の代表理事とし、副理事長、専

務理事、財務担当理事および常任理事をもって同法の第91条第１項第2号の業

務執行理事とする。 

    ４ 本会議所の役員は正会員でなければならない。ただし、監事はこの限りではな

い。 

 

（役員の資格および任免） 

 第１７条 理事は、正会員の中から総会において選任し、または総会において解任する。

理事長、副理事長、専務理事、財務担当理事および常任理事は、総会の決議に

より選定する。 

    ２ 監事は総会において選任または解任する。監事は理事を兼務または委員会の構

成員となることおよび使用人となることはできない。 

    ３ 理事および監事の選任方法は、別に総会において定める規則による。 

 

（役員の任期） 

 第１８条 理事として選任された者は、補欠として選任された者を除き、選任された翌年

の1月1日に就任し、その年の12月31日に任期が満了する。監事として選任され

た者は、補欠として選任された者を除き、選任された翌年の1月1日に就任し、

その翌年12月31日に任期が満了する。ただし、再任を妨げない。 

    ２ 補欠または定数の増加に伴う場合の補充のため選任された理事の任期は、前任

者または現任者の残任期間とする。 

    ３ 補欠のため選任された監事の任期は前任者の残任期間とする。 

    ４ 任期の満了または辞任によって退任した理事または監事は、第15条に定める定

数に足りなくなるときは、新たに選任された理事または監事が就任するまでそ

の職務を行う。 

    ５ 理事または監事に異動があったときは、法令に従って登記し、登記事項証明書

その他必要な書類を添えて、遅滞なく群馬県知事に届け出なければならない。 

 

（理事の職務権限） 

 第１９条 本会議所は一般社団・財団法人法上の代表理事として、理事長1名を置き、本

会議所を代表し業務を総理する。 

    ２ 副理事長は、理事長の業務全般を補佐する。 
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    ３ 専務理事は、理事長および副理事長の職務遂行を補佐し、本会議所の常務を統

括する。 

    ４ 財務担当理事は、本会議所の財務に関する事務を所掌する。 

    ５ 常任理事は、理事長の指示を受け、円滑な組織運営と事業の推進を図る。 

    ６ 理事は理事会を構成し、本定款の定めるところにより本会議所の業務の執行を

決定する。 

    ７ 理事長および業務執行理事は毎事業年度毎に4ヶ月を超える間隔で2回以上、自

己の業務執行の状況を理事会に報告しなければならない。 

 

（監事の職務権限） 

 第２０条 監事は、次に掲げる職務を遂行する義務を負う。 

（１）理事の職務執行を監査すること。 

（２）本会議所の業務ならびに財産および会計の状況を監査すること。 

（３）理事会に出席し、必要があると認める時は意見を述べること。 

（４）理事が本会議所の目的外の不正行為をし、もしくは当該行為をするおそれ

があると認めるとき、当該行為によって本会議所に著しい損害が生ずるお

それがあるとき、または法令もしくは定款に違反する事実、もしくは、著

しく不当な行為事実があると認めるときは、当該理事に対し、当該行為を

やめることを請求し、また、遅滞なくその旨を、理事会に報告すること。 

（５）理事が総会に提出しようとする議案、書類、電磁的記録、その他の資料を

調査し、法令もしくは定款に違反、または著しく不当な事項があると認め

るときは、その調査の結果を総会に報告すること。 

（６）その他、法令で定められた事項 

    ２ 第1項を履行するため以下の権限を行使できる。 

（１）理事、会員および使用人に対して業務の報告を求め、本会議所の業務およ

び財産の状況、その他全般について調査すること。 

（２）三役会（第44条に規定）に出席する権利を有し、必要があると認める時は

意見を述べることができる。 

（３）監事は必要があると認めるとき、理事長に対し、理事会または三役会の招

集を請求することができる。 

（４）前項の規定による請求があった日から5日以内に、その請求があった日から

2週間以内の開催日とする理事会または三役会の招集通知を発せられない場

合は、その請求をした監事は理事会または三役会を招集することができ

る。 

 

（辞任および解任） 

 第２１条 理事または監事は、自らが職責を全うできないと判断した場合、理事長に辞任

願を提出し、理事会の承認を経て辞任することができる。 

    ２ 理事または監事が次の各号のいずれかに該当する場合には、総会において正会

員総数の3分の2以上の議決により解任することができる。 

（１）本会議所の秩序または信用を害する非行があり会員として適当でないと認

められるとき 

（２）本会議所の定款または諸規程等に違反し、勧告によるも改善が見られない

とき 

（３）心身の故障等のため職務の遂行に堪えないと認められるとき 

（４）その他本会議所の目的に反する行為があったとき 

    ３ 理事または監事を総会決議により解任しようとするときは、その総会の会日の

7日前までに、当該理事または監事に対してその旨を通知し、かつ、総会にお
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いて弁明の機会を与えなければならない。 

 

（責任の免除） 

 第２２条 本会議所は、役員の一般社団・財団法人法111条第1項の賠償責任について、法

令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から

法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することが

できる。 

 

（報酬） 

 第２３条 役員は無報酬とする。ただし、業務遂行にあたり費用を負担したときには、総

会の決議により、その費用を支払うことができる。 

 

（取引の制限） 

 第２４条 理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、その取引について重要な事実を

開示し、理事会の決議を得なければならない。 

（１）自己または第三者のためにする、本会議所の事業の部類に属する取引 

（２）自己または第三者のためにする、本会議所との取引 

（３）本会議所がその理事の債務を保証すること、その他理事以外の者との間に

おける本会議所とその理事との利益が相反する取引 

    ２ 前項の取引をした理事は、その取引の事実を遅滞なく、理事会に報告しなけれ

ばならない。 

 

第４章 直前理事長・顧問 

 

（直前理事長・顧問） 

 第２５条 本会議所で、前任の理事長を直前理事長と、前任以前の理事長経験者を顧問と

呼称し、理事長経験を生かし、理事長の諮問に答え、業務について必要な助言

を行うことができる。 

    ２ 直前理事長・顧問は、理事会および三役会に出席し、意見を述べることができ

るが、議決権を有しない。 

    ３ 任期は第18条を、辞任および解任は第21条を、報酬については第23条の規定を

それぞれ準用する。 

 

第５章 会議 

 

（会議の種類等） 

 第２６条 会議は、総会、理事会および三役会とする。 

 

（総会の決議事項） 

 第２７条 総会は、次の事項を決議する。 

（１）定款の変更 

（２）総会で定める規則の制定、変更および廃止に関する事項 

（３）事業報告および収支決算の承認 

（４）役員の選任および解任 

（５）理事長、業務執行理事の選定および解職 

（６）委員長の選任および解任 

（７）本会議所の解散および残余財産の処分方法の決定 

（８）会員の除名 
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（９）長期借入金ならびに重要な財産の処分または譲受け 

（１０）合併、事業の全部もしくは一部の譲渡 

（１１）理事会において総会に附議した事項 

（１２）その他、法令に規定する事項、本定款に定める事項および本会議所の運

営上重要な事項 

 

（総会の種類） 

 第２８条 総会は定時総会、役員選出総会および臨時総会の3種類とする。 

    ２ 前項の定時総会をもって、一般社団・財団法人法上の定時社員総会とする。 

 

（総会の開催） 

 第２９条 定時総会は、毎年3月末日迄に1回開催する。 

    ２ 役員選出総会は、毎年8月末日迄に1回開催する。 

    ３ 臨時総会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。 

（１）理事長が必要と認めたとき 

（２）総議決権の5分の1以上を有する正会員が会議の目的たる事項および招集の

理由を記載した書面または電磁的記録を提出して臨時総会の招集を請求し

たとき（以下、「正会員からの総会開催請求時」という） 

（３）理事会が決議したとき 

 

（総会の構成） 

 第３０条 総会は、すべての正会員をもって構成する。 

 

（総会の招集） 

 第３１条 総会は、正会員からの総会開催請求時を除き、理事会の決議に基づき理事長が

招集する。理事長がこれを招集しないときまたはできないときには理事会にお

いて選任された理事が招集する。また、正会員からの総会開催請求時は、総会

開催請求を行った正会員の代表者がこれを招集する。すべての正会員の同意が

ある場合には、その招集手続を省略することができる。 

    ２ 正会員からの総会開催請求時を除き、総会を招集する場合は次に掲げる事項を

理事会決議しなければならない。 

（１）総会の日時および場所 

（２）総会に付議する事項 

（３）総会に出席しない正会員が書面によって議決権を行使できることとすると

きは、その旨 

（４）総会に出席しない正会員が電磁的方法によって議決権を行使できることと

するときは、その旨 

（５）前各号に掲げるもののほか、法務省令で定める事項 

    ３ 正会員からの総会開催請求時、理事長は請求書を受け取った日から30日以内の

日を開催日とした臨時総会の招集通知を発しなければならない。 

    ４ 総会の招集は、その会日の2週間前までに各正会員に対し、第3項で規定した内

容を記載した書面または電磁的記録を送付するものとする。 

    ５ 総会の議長は、総会招集者または総会招集者の指名した者がこれにあたる。 

 

（総会の議決権および書面表決等） 

 第３２条 総会における議決権は、正会員１名につき１個とする。 

    ２ やむを得ない理由のため、総会に出席することができない正会員は、あらかじ

め通知された事項について書面または電磁的方法をもって議決し、または他の
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正会員を代理人として議決権の行使を委任することができる。この場合におい

て、当該正会員は定足数および議決権上出席したものとみなす。 

 

（総会の成立および議決） 

 第３３条 総会の定足数は、正会員数の3分の2以上とする。 

    ２ 議事は、本定款に別に定めるもののほか出席した正会員の有する議決権の過半

数の同意をもって決する。 

 

（理事会の設置・構成） 

 第３４条 本会議所に理事会を置き、理事会はすべての理事をもって構成する。 

    ２ 監事は理事会に出席し、必要があると認められるときは意見を述べなければな

らない。 

    ３ 直前理事長・顧問は、理事会に出席し、意見を述べることができる。 

    ４ その他、理事会において認められた者は、理事会に出席し、意見を述べること

ができる。 

 

（理事会の権限） 

 第３５条 理事会は本定款に別に定めるもののほか、次の各号の職務を行う。 

（１）理事または監事の辞任の承認 

（２）総会の日時および場所ならびに目的である事項の決定 

（３）事業計画および収支予算の決定ならびにその変更 

（４）理事会で定める規程の制定、変更および廃止に関する事項 

（５）入会・退会に関する事項（ただし、除名については除く） 

（６）理事の職務執行の監督 

（７）前各号に定めるもののほか本会議所の業務執行の決定 

    ２ 理事会は、次に揚げる事項その他の重要な業務執行の決定を、理事に委任する

ことはできない。 

（１）重要な財産の処分および譲受け 

（２）多額の借財 

（３）重要な使用人の選任および解任 

（４）従たる事務所の設置その他重要な組織の設置、変更および廃止 

（５）内部管理体制の整備（理事の職務の執行が法令および定款に適合すること

を確保するための体制その他、本会議所の業務の適正を確保するために必

要な法令で定める体制の整備） 

 

（理事会の種類および開催） 

 第３６条 理事会は通常理事会と臨時理事会の2種とする。 

    ２ 通常理事会は、原則として毎月1回開催する。 

    ３ 臨時理事会は、次の各号の1つに該当する場合に開催する。 

（１）理事長が必要と認めたとき 

（２）第20条第2項第3号の規定により、監事から理事長に招集の請求があったと

き、または同項第4号の規定により監事が招集したとき 

（３）理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって理事長に開催の請

求があったとき 

（４）前号の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内

の日を開催日とする理事会の招集通知が発せられない場合に、その請求し

た理事が招集したとき 
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（理事会の招集） 

 第３７条 理事会は、理事長が招集する。ただし、前条第3項第2号後段により監事が招集

する場合および同項第4号により理事が招集する場合を除く。 

    ２ 理事長は、前条第3項第2号前段または同項第3号に該当する場合は、その請求

があった日から2週間以内の日を開催日とする臨時理事会を招集しなければな

らない。 

    ３ 理事会を招集するときは、会議の開催日時場所、目的である事項を記載した書

面または電磁的方法をもって開催日の5日前までに理事および監事に通知しな

ければならない。 

    ４ 前項の規定にかかわらず、理事および監事全員の同意があるときは、招集の手

続を経ることなく理事会を開催することができる。 

    ５ 理事長が欠けたときまたは事故あるときは、その他の理事が招集することがで

きる。 

 

（理事会の議長） 

 第３８条 理事会は、理事長または理事長が指名した理事がその議長となる。ただし、理

事長が指名できない場合または理事長が特別に利害を有する議案を審議する場

合、理事の互選とする。 

 

（理事会の成立） 

 第３９条 理事会は、理事の3分の2以上の出席をもって成立する。 

 

（理事会の議決） 

 第４０条 理事会の議事は、本定款に別段の定めがあるもののほか、議決に加わることが

できる理事の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは議長の裁決により

決する。 

    ２ 前項前段の場合において、議長は理事として議決に加わることはできない。 

 

（利益相反取引の承認） 

 第４１条 理事会は、本会議所と理事個人または理事が取締役もしくは役員を務める法人

との取引、および第24条に定める取引に関して、取引の承認を行う権限を有す

る。なお、承認にかかる取引が本会議所に不利益を与えた場合、決議に賛成し

た理事および賛成とみなされた理事は、連帯してこれを弁償する義務を負う。 

    ２ 前項の決議には、特別の利害関係を有する理事は、議決に加わることができな

い。また、同決議の際は、議長も議決に加わるものとする。 

 

（理事会決議の省略） 

 第４２条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その

提案について決議に加わることができる理事の全員が書面または電磁的記録に

より同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の議決があったもの

とみなすものとする。ただし、監事が異議を述べたときはその限りではない。 

 

（理事会報告の省略） 

 第４３条 理事もしくは監事が、理事および監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項

を通知した場合においては、その事項を理事会に報告することを要しない。た

だし、質疑を求める旨の申し出があったときには、次回理事会において質疑を

行う。 

    ２ 前項の規定は、第19条第7項の規定による報告には適用しない。 
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（三役会） 

 第４４条 理事長、副理事長、専務理事、財務担当理事、常任理事を本会議所の三役と

し、三役会の構成員とする。 

    ２ 三役会は、理事会に上程される議案の先議を行い、提出された議案に関して建

設的な助言・指導を行うものとする。ただし、理事会において、三役会の先議

を行わない議案の審議はこれを妨げない。 

    ３ 監事、直前理事長および顧問は、三役会に出席し意見を述べることができる。 

    ４ その他会議の運用に関しては別に定める規程に基づく。 

 

（議事録） 

 第４５条 総会および理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなけ

ればならない。 

（１）会議の日時および場所 

（２）正会員または理事の現在数 

（３）出席した正会員数または理事氏名（書面等による表決者および表決委任者

についてはその旨の付記） 

（４）議決事項 

（５）議事の経過の概要およびその結果 

（６）議事録署名人の選任に関する事項 

（７）その他法令で定める事項 

    ２ 総会議事録には、議長・理事長・出席した監事のほか、正会員または理事のう

ちからその総会において選出された議事録署名人2人以上が署名または記名押

印しなければならない。 

    ３ 理事会議事録には、理事長選任の場合を除き、理事長および出席した監事が署

名または記名押印しなければならない。 

    ４ 理事長選任の理事会議事録には、出席した理事および監事全員が署名または記

名押印しなければならない。 

 

第６章 例会および委員会等 

 

（例会） 

 第４６条 本会議所は、第3条に定める目的を達成するために必要な事業として、年12回

以上の例会（正会員が参加の義務を負う事業）を開催する。 

    ２ 例会の開催日時および運営方法等については、理事会決議により定める。 

 

（委員会等の設置および構成） 

 第４７条 本会議所は、事業年度ごとに、第3条に定める目的を達成するために必要な事

項を調査、研究、議決、実施するため、理事会の決議により委員会・特別委員

会・会議（以下、｢委員会等｣という）を設置する。 

    ２ 委員会等には、委員長（議長）1名、副委員長（副議長）1名または若干名、お

よび委員をもって構成し、正会員は、三役（第44条に規定）、監事、直前理事

長、顧問、事務局員（第57条に規定）および特に理事会で認められたものを除

き、原則として全員がいずれかの委員会等に所属、事業活動に参加しなければ

ならない。 

    ３ 委員長は、正会員のうちから翌事業年度の理事長予定者が任命し、総会の承認

を得て委嘱する。委員長として選任された者は、選任された翌年の1月1日に就

任し、その年の12月31日に任期が満了する。 

    ４ 副委員長は、委員長が任命し理事会に報告する。 
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    ５ 委員会等の運営は別に理事会において定める規程による。 

 

（部会の設置および構成） 

 第４８条 本会議所は、専門事項の調査研究ならびに会員相互の連携を図るために、正会

員3名以上の申し出により、理事会承認を得て、部会を設置することができ

る。 

    ２ 部会は、正会員の任意の参加希望者により構成し、部会の代表者は、部会長と

して会務を統括する。 

    ３ 部会の運営については別に理事会において定める規程による。 

 

（協議会の設置および構成） 

 第４９条 本会議所は、本会議所会員および地域住民や地域諸団体相互の連携を図りなが

ら、専門事項の調査研究ならびに事業実施のために、正会員3名以上の申し出

により、理事会承認を得て、協議会を設置することができる。 

    ２ 協議会は、本会議所正会員のほか、地域住民や地域諸団体等に会員を募り構成

し、相互の連携を図りながら活動する。 

    ３ 協議会の運営については別に理事会において定める規程による。 

 

第７章 財産および会計 

 

（財産の管理・運用） 

 第５０条 本会議所の財産の管理・運用は理事長が行うものとし、財務担当理事が実務を

担当する。その方法は別に理事会において定める規程によるものとする。 

 

（事業年度） 

 第５１条 本会議所の事業年度は、1月1日に始まり同年12月31日に終わる。 

 

（資産の構成） 

 第５２条 本会議所の資産は、次に掲げるものをもって構成する。 

（１）財産目録に記載された財産 (2) 会費・入会金 

（２）寄付金品 (5) 事業に伴う収入 

（３）資産から生ずる収入 (6) その他の収入 

 

（会計原則等） 

 第５３条 本会議所の会計は、その行う事業に応じて、法令および一般に公正妥当と認め

られる会計の慣行に従うものとし、会計処理は別に理事会において定める規程

に従う。 

    ２ 特定費用準備資金および特定の資産の取得または改良に充てるために保有する

資金の取扱については、理事会の決議により別に定める。 

 

（事業計画および収支予算） 

 第５４条 本会議所の事業計画書、収支予算書、資金調達および設備投資の見込みを記載

した書類（以下、「事業計画書および収支予算書等」という）は、その事業年

度開始前に理事会の承認を得なければならない。 

    ２ 前項の事業計画書および収支予算書等については、事業年度開始前に群馬県知

事に提出しなければならない。 
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（事業報告および決算） 

 第５５条 本会議所の事業報告および決算について、毎事業年度終了後、前事業年度にお

ける事業報告書および一般社団・財団法人法第129条第1項に規定する計算書類

ならびにこれらの附属明細書、財産目録、（以下、「計算書類等」という）を

作成し、監事に提出し、監査を受けなければならない。 

    ２ 監事は、計算書類等の送付を受けたときは、速やかに意見書を作成し、理事長

に提出しなければならない。 

    ３ 理事長は、監事の意見書を添えて第1項に掲げる書類について理事会で承認を

得た後、毎事業年度の最初に開催される定時総会に提出し、その議決を求めな

ければならない。 

    ４ 第1項記載の計算書類等については、毎事業年度経過後3ヶ月以内に群馬県知事

に提出しなければならない。 

    ５ 本会議所は、定時総会の終結後速やかに、法令の定めるところにより貸借対照

表等を公告するものとする。 

    ６ 決算上剰余金を生じたときは、総会の決議に従って、次事業年度に繰り越す

か、本会議所の財産に繰り入れるものとし、剰余金の分配は行わない。 

 

（長期借入金） 

 第５６条 本会議所が資金の借入しようとするときは、その会計年度の収入をもって償還

する短期借入金を除き、総会において3分の2以上の議決を得なければならな

い。 

 

第８章 管理 

 

（事務局の設置） 

 第５７条 本会議所の事務を処理するために事務局を置く。 

    ２ 事務局は専務理事が統括する。 

    ３ 事務局に事務局員若干名を置くことができる。 

    ４ 事務局の組織および運営に関して必要な事項は、別に理事会において定める。 

 

（備付け帳簿および書類） 

 第５８条 事務局には常に定款、会員名簿および特定費用準備資金等取扱規則を備え置か

なければならない。 

    ２ 次の書類を事務局に、5年間備え置かなければならない。ただし、これらは電

磁的記録により作成・保管することができる。 

（１）会員名簿および会員の異動に関する書類 

（２）理事、監事の名簿 

（３）認定、許可等および登記に関する書類 

（４）財産目録 

（５）事業計画書および収支予算書 

（６）事業報告書および計算書類等 

（７）監査報告書 

（８）その他法令で定める帳簿および書類 

    ３ 理事会および総会の議事に関する書類を事務局に10年間備え置かなければなら

ない。 

    ４ 前項各号の帳簿および書類の閲覧については、法令および次条第3項に定める

規定によるものとする。 
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第９章 情報公開および個人情報の保護 

 

（情報の公開と個人情報の保護） 

 第５９条 本会議所は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、

財務資料等を積極的に公開するものとする。 

    ２ 本会議所は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期すものとする。 

    ３ 情報の公開と個人情報の保護に関する必要な事項は、別に理事会において定め

る規程による。 

 

（公告） 

 第６０条 本会の公告は電子公告による。 

    ２ やむを得ない事情により電子公告によることができない場合は、官報に掲載す

る方法による。 

 

第１０章 定款の変更、合併および解散 

 

（定款の変更） 

 第６１条 この定款は、総会において正会員数の4分の3以上の議決により変更することが

できる。 

 

（合併等） 

 第６２条 本会議所は、総会において正会員総数の3分の2以上の議決により、他の一般社

団・財団法人法上の法人との合併、事業の全部または一部の譲渡をすることが

できる。 

 

（解散） 

 第６３条 本会議所は、一般社団・財団法人法第148条第1号および第2号ならびに第4号か

ら第7号までに規定する事由によるほか、総会において総正会員の4分の3以上

の議決により解散することができる。 

    ２ 本会議所の解散に際しては、清算人を総会において選任する。 

 

（解散後の会費の徴収） 

 第６４条 本会議所は、法令で定める場合を除き、解散後においても清算結了の日まで

は、総会の決議を経てその債務を弁済するに必要な限度内の会費を解散日現在

の会員より徴収することができる。 

 

（残余財産の処分） 

 第６５条 本会議所の解散のとき有する残余財産は、総会において正会員総数の4分の3以

上の議決により、本会議所と類似の事業を目的とする他の一般社団・財団法人

または国もしくは地方公共団体に贈与するものとする。 

 

第１１章 補則 

 

（委任） 

 第６６条 この定款に定めるもののほか、本会議所の運営に必要な事項は、理事会の決議

にて別に定める。 
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附則 

 

1． この定款は、一般社団法人および一般社団法人に関する法律および一般社団法人およ

び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平

成18年法律第50号)第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。 

2．一般社団法人および一般財団法人に関する法律および一般社団法人および公益財団

法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項

に定める特例民法法人の解散登記と公益法人の設立登記を行ったときは、第50条の規

定にかかわらず、解散登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業

年度の開始日とする。 

3．この法人の最初の理事長は塙保仁とし、副理事長は島田光貴および吉澤弘晃および

倉嶋慶秀とし、専務理事は渡邉光二とし、財務担当理事は柳和佳とし、常任理事は田

中光浩および栗原一晃および原島謙介および岡田英希および杉田洋一とする。 

4．この法人の最初の理事長は○○○○とし、副理事長は○○○○および、○○○○お

よび○○○○とし、専務理事は○○○○とし、財務担当理事は○○○○とし、常任理

事は○○○○および、○○○○および○○○○および○○○○および○○○○とす

る。 

 

第一回一部改訂   平成25年12月3日 

第二回一部改訂   平成26年12月3日 

第三回一部改訂   平成28年12月6日 

第四回一部改訂   令和4年12月2日 

第五回一部改訂   令和6年8月23日          

第六回一部改訂   令和7年9月4日 

第七回一部改訂   令和8年1月1日 

 


